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第１回 櫛田川流域委員会発足会資料

～櫛田川流域委員会発足会設立趣旨と規約案等について～

平成 14 年 10 月 25 日

国土交通省三重工事事務所



河川法改正の流れ

明治２９年（1896年）

近 代 河 川 制 度 の 誕 生

昭和３９年（1964年）

・水系一貫管理制度の導入

・利水関係規定の整備

平成９年（1997年）

・河川環境の整備と保全
・地域の意見を反映した河川整備の

計画制度の導入
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治 水 ・利 水 の 体 系 的 な 制 度 の 整 備
治 水 ・利 水 ・環 境 の 総 合 的

な 河 川 制 度 の 整 備
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櫛田川水系河川整備計画（大臣管理区間）の策定に向けて

櫛田川流域委員会発足会の設立趣旨

平成９年の河川法改正に伴い、河川管理者である国土交通省は、「河川整備基本方針」と

「河川整備計画」を策定することになりました。

中部地方整備局は、学識経験者や関係住民の方々、及び行政関係者など多方面の皆様か

らご意見を頂いて、今後 20～30 年間の具体的な河川整備の目標や河川整備の内容を示す河

川整備計画を策定するために、各水系で「流域委員会」等の設置や関係住民の方々に対す

る「公聴会又は意見交換会」等を予定しています。

今回、中部地方整備局では、「櫛田川水系河川整備計画（大臣管理区間）」を策定するに

あたり、学識経験者等から幅広くご意見を頂くための流域委員会を設置することとしてお

り、これに先立ち流域委員会のあり方や公募委員の選定等について提言を行うことを目的

とした「櫛田川流域委員会発足会」を設置するものです。



櫛田川流域図
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櫛田川流域委員会発足会規約（案）

（名称）
第１条 本会は、「櫛田川流域委員会発足会」（以下「発足会」という。）という。

（目的）

第２条 発足会は、櫛田川水系河川整備計画（大臣管理区間）の作成にあたり意見を述べる
ことを目的として設置する予定である「櫛田川流域委員会（仮称）」の設置にあたり、

そのあり方や公募委員の選定等について中部地方整備局長に提言を行うことを目的と

する。

（組織等）

第３条 発足会は、国土交通省中部地方整備局長（以下「整備局長」という）が設置する。

２ 発足会の委員は、整備局長が委嘱する。（委員名簿は別紙のとおり）

３ 委員の任期は１年とし、再任を妨げないものとする。

（会議）

第４条 発足会には、議長及び副議長を置くこととし、議長は委員の互選によってこれを定

める。
２ 議長は会務を総括し、発足会を代表する。

３ 会議は議長が招集し、運営を行うものとする。

４ 発足会は、委員の２分の１以上の出席をもって成立する。

５ 議長は、副議長を委員の中から指名する。
６ 議長に事故があった時は、副議長が議長の職務を代行する。

（情報公開）

第５条 発足会の会議及び発足会資料の公開方法については、発足会でこれを定める。

（事務局）

第６条 発足会の事務局は、国土交通省中部地方整備局三重工事事務所が行うものとする。

（規約の改正）

第７条 本規約の改正は、委員の３分の２以上の同意をもってこれを行うものとする。

（雑則）
第８条 本規約に定めるもののほか、発足会の運営に関し必要な事項は、発足会において定

める。

付則
（施行期日）

この規約は、平成 14 年 月 日から施行する。
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櫛田川流域委員会発足会規約 補則（案）

第３条
補則１ 委員に欠員が生じた場合には、発足会にて協議の上、必要に応じて補充を行

うものとする。

第４条
補則１ 委員の代理出席は、行政に関わる委員について、代理出席を認める。
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櫛田川流域委員会発足会のスケジュール案

スケジュール 議事事項

･設立趣旨と規約等

･議長、副議長選出
･発足会の公開方針

･櫛田川の特徴と課題

･河川整備計画の内容

･櫛田川流域委員会のあり方（運営、公募
方法等）

委員公募(１ヶ月程度）

･公募委員の選定

･流域委員会について

第１回発足会

第２回発足会

第１回櫛田川流域委員会

平成 14 年 10 月 25 日

平成 15 年 1 月頃

平成 15 年 3 月頃


